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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発熱体への通電により発熱体を発熱させることで発熱体から赤外線が放射される赤外線
放射素子であって、半導体基板の厚み方向の一表面側に半導体基板の一部を多孔質化する
ことにより形成されたものであり半導体基板よりも熱伝導率の小さな多孔質半導体層から
なる断熱層が形成され、断熱層よりも熱伝導率および導電率それぞれが大きな層状の発熱
体が断熱層上に形成されてなることを特徴とする赤外線放射素子。
【請求項２】
　前記半導体基板がシリコン基板であり、前記断熱層である前記多孔質半導体層および前
記発熱体がそれぞれ多孔質シリコン層からなり、前記発熱体は前記断熱層よりも多孔度の
小さな多孔質シリコン層からなることを特徴とする請求項１記載の赤外線放射素子。
【請求項３】
　前記発熱体は、前記シリコン基板よりも導電率が高く且つ抵抗温度係数が正となるよう
に不純物がドーピングされてなることを特徴とする請求項２記載の赤外線放射素子。
【請求項４】
　前記発熱体が、前記多孔質半導体層である第１の多孔質半導体層からなる前記断熱層上
の第２の多孔質半導体層と、第２の多孔質半導体層上に形成された炭素層とからなること
を特徴とする請求項１記載の赤外線放射素子。
【請求項５】
　前記発熱体が、前記多孔質半導体層である第１の多孔質半導体層からなる前記断熱層上
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の第２の多孔質半導体層と、第２の多孔質半導体層上に形成されたＮｉＣｒ層とからなる
ことを特徴とする請求項１記載の赤外線放射素子。
【請求項６】
　発熱体への通電により発熱体を発熱させることで発熱体から赤外線が放射される赤外線
放射素子であって、半導体基板であるシリコン基板の厚み方向の一表面側にシリコン基板
よりも熱伝導率の小さな多孔質シリコン層からなる断熱層が形成されるとともに、断熱層
よりも熱伝導率および導電率それぞれが大きな層状の発熱体が断熱層の表面側に形成され
、発熱体と断熱層との間に、断熱層よりも導電率の小さな絶縁層が設けられてなることを
特徴とする赤外線放射素子。
【請求項７】
　前記発熱体が、導電性が付与された炭素層からなることを特徴とする請求項１または請
求項６記載の赤外線放射素子。
【請求項８】
　前記発熱体が、ＮｉＣｒ層からなることを特徴とする請求項１または請求項６記載の赤
外線放射素子。
【請求項９】
　前記発熱体が、不純物のドーピングにより導電性が付与されたアモルファスシリコン層
からなることを特徴とする請求項１または請求項６記載の赤外線放射素子。
【請求項１０】
　前記アモルファスシリコン層は、前記断熱層側よりも表面側の方がドーピング濃度を高
くしてあることを特徴とする請求項９記載の赤外線放射素子。
【請求項１１】
　前記発熱体の表面に多数の凹凸が形成されてなることを特徴とする請求項１ないし請求
項１０のいずれかに記載の赤外線放射素子。
【請求項１２】
　前記凹凸の形状において凹部の深さ寸法が、前記発熱体から放射させる赤外線のピーク
波長の４分の１であることを特徴とする請求項１１記載の赤外線放射素子。
【請求項１３】
　前記発熱体の表面に外部へ放射する赤外線の波長域を制限する多層膜が積層されてなる
ことを特徴とする請求項１ないし請求項１２のいずれかに記載の赤外線放射素子。
【請求項１４】
　前記半導体基板の厚み方向の他表面に、前記発熱体から前記半導体基板側へ放射された
赤外線を前記発熱体側へ反射する反射膜が積層されてなることを特徴とする請求項１ない
し請求項１３のいずれかに記載の赤外線放射素子。
【請求項１５】
　前記半導体基板の厚み方向の他表面側に、前記半導体基板よりも熱伝導率の小さな絶縁
性のガラス基板からなる熱絶縁体部が設けられてなることを特徴とする請求項１ないし請
求項１４のいずれかに記載の赤外線放射素子。
【請求項１６】
　前記半導体基板の厚み方向の他表面側に、前記半導体基板よりも熱伝導率の小さな多孔
質半導体からなる熱絶縁体部が設けられてなることを特徴とする請求項１ないし請求項１
４のいずれかに記載の赤外線放射素子。
【請求項１７】
　赤外放射源から赤外線を所定空間へ放射させて所定空間内の検知対象ガスでの赤外線の
吸収を利用して検知対象ガスを検出するガスセンサであって、赤外放射源として請求項１
ないし請求項１６のいずれか１項に記載の赤外線放射素子を備えてなることを特徴とする
ガスセンサ。
【請求項１８】
　前記赤外線放射素子の前記発熱体へ印加する電圧により前記発熱体の温度を制御して前
記発熱体から放射される赤外線の波長を変化させる波長調整手段を備えてなることを特徴
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とする請求項１７記載のガスセンサ。
【請求項１９】
　前記発熱体から放射されて前記半導体基板を通過した赤外線を前記所定空間側へ反射す
る反射部材を備えてなることを特徴とする請求項１７または請求項１８記載のガスセンサ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線放射素子およびそれを用いたガスセンサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、赤外放射源を利用した各種の分析装置（例えば、赤外線ガス分析計など）が
提供されているが、これらの分析装置で用いられている赤外放射源として代表的なものは
、ハロゲンランプであって、大型で且つ寿命が比較的短いので、赤外線を利用してガスを
検出する小型のガスセンサへの適用は難しい。なお、透光性の気密容器内に放射体として
のフィラメントを収納したハロゲンランプのような赤外放射源においては、フィラメント
の形状や放射特性などを工夫することにより小型化を図ったものもあるが、気密容器を必
要とするから、小型のガスセンサへの適用は難しいのが現状である。
【０００３】
　そこで、小型化が可能な赤外放射源として、マイクロマシンニング技術を利用して形成
する赤外線放射素子が各所で研究開発されている（例えば、特許文献１、２、３参照）。
【０００４】
　ここにおいて、上記特許文献１～３には、シリコン基板などをマイクロマシンニング技
術により加工して形成した矩形枠状の支持基板の一表面側において２点間に線状の発熱体
を架け渡した所謂マイクロブリッジ構造の赤外線放射素子が記載されている。なお、この
種のマイクロブリッジ構造の赤外線放射素子は、線状の発熱体への通電に伴うジュール熱
により発熱体から赤外線を放射させるものである。
【０００５】
　ところで、赤外線の吸収を利用してガスを検出するガスセンサにおいて検出精度を高く
するためには、赤外線放射素子から放射される赤外線の放射量を安定させ短時間で計測す
ることが望ましく、上述のマイクロブリッジ構造の赤外線放射素子では、支持基板が矩形
枠状に形成されており、線状の発熱体の周囲が空気なので、発熱体と発熱体周囲との熱容
量差を大きくすることができ、発熱体へ流す電流のオンオフに高速で応答するようになっ
ている。
【特許文献１】特開平９－１５３６４０号公報（段落番号〔００２７〕、〔００２８〕、
図２参照）
【特許文献２】特開２０００－２３６１１０号公報（段落番号〔００１７〕、〔００１８
〕、〔００１９〕、図１、図２参照）
【特許文献３】特開平１０－２９４１６５号公報（段落番号〔００１４〕、〔００１５〕
、図１参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１～３に開示された赤外線放射素子では、線状の発熱体の両端
に設けたパッド間へ印加する電圧のオンオフに伴う応答速度を向上させるために、発熱体
の周囲を空気または真空として発熱体と周囲との熱容量の差を大きくしてあるが、発熱体
が線状の形状に形成されており両端部が支持基板に支持されているだけなので、発熱体が
破損したり熱により溶断したりして寿命が短くなってしまうことがあった。
【０００７】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、従来に比べて長寿命化が
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可能な赤外線放射素子およびそれを用いたガスセンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、発熱体への通電により発熱体を発熱させることで発熱体から赤外線
が放射される赤外線放射素子であって、半導体基板の厚み方向の一表面側に半導体基板の
一部を多孔質化することにより形成されたものであり半導体基板よりも熱伝導率の小さな
多孔質半導体層からなる断熱層が形成され、断熱層よりも熱伝導率および導電率それぞれ
が大きな層状の発熱体が断熱層上に形成されてなることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、発熱体が層状に形成されるとともに断熱層全体で支持されているの
で、従来のように発熱体が線状に形成されている赤外線放射素子に比べて、赤外線の放射
量を増加させることができるとともに、長寿命化を図ることができる。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記半導体基板がシリコン基板であり、
前記断熱層である前記多孔質半導体層および前記発熱体がそれぞれ多孔質シリコン層から
なり、前記発熱体は前記断熱層よりも多孔度の小さな多孔質シリコン層からなることを特
徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、前記断熱層および前記発熱体を、前記半導体基板の一部を陽極酸化
することにより形成することができる。また、前記発熱体が黒体放射と同じように赤外線
を放射する擬似黒体とみなすことができ、赤外線のピーク波長の制御が容易になる。
【００１２】
　請求項３の発明は、請求項２の発明において、前記発熱体は、前記シリコン基板よりも
導電率が高く且つ抵抗温度係数が正となるように不純物がドーピングされてなることを特
徴とする。
【００１３】
　この発明によれば、前記発熱体の温度が上昇するにつれて前記発熱体の抵抗値が高くな
って前記発熱体へ流れる電流の電流値が減少するので、前記発熱体の温度制御が容易にな
る。
【００１４】
　請求項４の発明は、請求項１の発明において、前記発熱体が、前記多孔質半導体層であ
る第１の多孔質半導体層からなる前記断熱層上の第２の多孔質半導体層と、第２の多孔質
半導体層上に形成された炭素層とからなることを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、前記発熱体を第２の多孔質半導体層のみにより構成する場合に比べ
て前記発熱体の放射率を向上できる。
【００１６】
　請求項５の発明は、請求項１の発明において、前記発熱体が、前記多孔質半導体層であ
る第１の多孔質半導体層からなる前記断熱層上の第２の多孔質半導体層と、第２の多孔質
半導体層上に形成されたＮｉＣｒ層とからなることを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、前記発熱体の表面が酸化するのを防止することができて放射特性の
経時的な安定性が向上し、また、前記発熱体を第２の多孔質半導体層のみにより構成する
場合に比べて、前記発熱体の放射率の向上を図れ、しかも、前記発熱体の低抵抗化を図れ
て低消費電力化を図れる。
【００１８】
　請求項６の発明は、発熱体への通電により発熱体を発熱させることで発熱体から赤外線
が放射される赤外線放射素子であって、半導体基板であるシリコン基板の厚み方向の一表
面側にシリコン基板よりも熱伝導率の小さな多孔質シリコン層からなる断熱層が形成され
るとともに、断熱層よりも熱伝導率および導電率それぞれが大きな層状の発熱体が断熱層
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の表面側に形成され、発熱体と断熱層との間に、断熱層よりも導電率の小さな絶縁層が設
けられてなることを特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、発熱体が層状に形成されるとともに絶縁層を介して多孔質シリコン
層からなる断熱層全体で支持されているので、従来のように発熱体が線状に形成されてい
る赤外線放射素子に比べて、赤外線の放射量を増加させることができるとともに、長寿命
化を図ることができる。また、発熱体と多孔質シリコン層からなる断熱層との間に絶縁層
が設けられているので、発熱体への通電時に半導体基板であるシリコン基板を通るリーク
電流が流れるのを抑制することができ、応答速度が速くなるとともに、低消費電力化を図
れる。
【００２０】
　請求項７の発明は、請求項１または請求項６の発明において、前記発熱体が、導電性が
付与された炭素層からなることを特徴とする。
【００２１】
　この発明によれば、前記発熱体を多孔質半導体層により構成する場合に比べて耐熱性お
よび機械的強度が向上し、しかも、前記発熱体の低抵抗化を図れて、低消費電力化を図れ
る。
【００２２】
　請求項８の発明は、請求項１または請求項６の発明において、前記発熱体が、ＮｉＣｒ
層からなることを特徴とする。
【００２３】
　この発明によれば、前記発熱体を多孔質シリコン層により構成する場合に比べて、前記
発熱体の耐酸化性が向上して放射特性の経時的な安定性が向上するとともに、機械的強度
が向上し、しかも、前記発熱体の低抵抗化を図れて、低消費電力化を図れる。
【００２４】
　請求項９の発明は、請求項１または請求項６の発明において、前記発熱体が、不純物の
ドーピングにより導電性が付与されたアモルファスシリコン層からなることを特徴とする
。
【００２５】
　この発明によれば、前記発熱体を多孔質半導体層により構成する場合に比べて前記発熱
体の機械的強度が向上し、しかも、前記発熱体の低抵抗化を図れて、低消費電力化を図れ
る。
【００２６】
　請求項１０の発明は、請求項９の発明において、前記アモルファスシリコン層は、前記
断熱層側よりも表面側の方がドーピング濃度を高くしてあることを特徴とする。
【００２７】
　この発明によれば、前記発熱体への通電時に前記発熱体へ流れる電流が表面側で流れや
すくなるので、前記アモルファスシリコン層が一様にドーピングされている場合に比べて
、前記発熱体の実効的な厚みが薄くなって応答性が向上する。
【００２８】
　請求項１１の発明は、請求項１ないし請求項１０の発明において、前記発熱体の表面に
多数の凹凸が形成されてなることを特徴とする。
【００２９】
　この発明によれば、前記発熱体の表面から放射される赤外線の放射量を増大させること
ができる。
【００３０】
　請求項１２の発明は、請求項１１の発明において、前記凹凸の形状において凹部の深さ
寸法が、前記発熱体から放射させる赤外線のピーク波長の４分の１であることを特徴とす
る。
【００３１】
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　この発明によれば、光学的波動効果により赤外線の放射量を増加させることができる。
【００３２】
　請求項１３の発明は、請求項１ないし請求項１２の発明において、前記発熱体の表面に
外部へ放射する赤外線の波長域を制限する多層膜が積層されてなることを特徴とする。
【００３３】
　この発明によれば、特定波長域の赤外線のみを外部へ放射させることが可能となる。
【００３４】
　請求項１４の発明は、請求項１ないし請求項１３の発明において、前記半導体基板の厚
み方向の他表面に、前記発熱体から前記半導体基板側へ放射された赤外線を前記発熱体側
へ反射する反射膜が積層されてなることを特徴とする。
【００３５】
　この発明によれば、前記発熱体から前記半導体基板側へ放射された赤外線を反射膜によ
り前記発熱体側へ反射させることができるので、前記発熱体の表面側へ放射される赤外線
の放射量を増大させることができる。
【００３６】
　請求項１５の発明は、請求項１ないし請求項１４の発明において、前記半導体基板の厚
み方向の他表面側に、前記半導体基板よりも熱伝導率の小さな絶縁性のガラス基板からな
る熱絶縁体部が設けられてなることを特徴とする。
【００３７】
　この発明によれば、前記半導体基板の厚み方向の他表面側から熱が放熱されにくくなる
ので、応答速度が向上する。
【００３８】
　請求項１６の発明は、請求項１ないし請求項１４の発明において、前記半導体基板の厚
み方向の他表面側に、前記半導体基板よりも熱伝導率の小さな多孔質半導体からなる熱絶
縁体部が設けられてなることを特徴とする。
【００３９】
　この発明によれば、前記半導体基板の厚み方向の他表面側から熱が放熱されにくくなる
ので、応答速度が向上する。また、この発明によれば、前記熱絶縁体部を、前記半導体基
板の厚み方向の他表面側の一部を陽極酸化することにより形成することができ、前記熱絶
縁体部として前記半導体基板とは別の部材を固着する場合に比べて生産性の向上および低
コスト化を図れる。
【００４０】
　請求項１７の発明は、赤外放射源から赤外線を所定空間へ放射させて所定空間内の検知
対象ガスでの赤外線の吸収を利用して検知対象ガスを検出するガスセンサであって、赤外
放射源として請求項１ないし請求項１６のいずれか１項に記載の赤外線放射素子を備えて
なることを特徴とする。
【００４１】
　この発明によれば、赤外放射源の長寿命化を図ることができてガスセンサの長寿命化を
図れる。
【００４２】
　請求項１８の発明は、請求項１７の発明において、前記赤外線放射素子の前記発熱体へ
印加する電圧により前記発熱体の温度を制御して前記発熱体から放射される赤外線の波長
を変化させる波長調整手段を備えてなることを特徴とする。
【００４３】
　この発明によれば、前記発熱体から放射される赤外線の波長を調整することができ、よ
り多くのガスを検知対象ガスとすることが可能となる。
【００４４】
　請求項１９の発明は、請求項１７または請求項１８の発明において、前記発熱体から放
射されて前記半導体基板を通過した赤外線を前記所定空間側へ反射する反射部材を備えて
なることを特徴とする。
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【００４５】
　この発明によれば、前記発熱体から放射されて前記半導体基板を通過した赤外線が反射
部材により前記所定空間側へ反射されるので、反射部材を備えていない場合に比べて前記
所定空間への赤外線の放射量を増加させることができる。
【発明の効果】
【００４６】
　請求項１～１６の発明では、発熱体が層状に形成されるとともに断熱層全体で支持され
ているので、従来のように発熱体が線状に形成されている赤外線放射素子に比べて、赤外
線の放射量を増加させることができるとともに、長寿命化を図ることができるという効果
がある。
【００４７】
　請求項１７～１９の発明では、赤外放射源の長寿命化を図ることができてガスセンサの
長寿命化を図れるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　（実施形態１）
　以下、本実施形態の赤外線放射素子Ａについて図１を参照しながら説明する。
【００４９】
　本実施形態の赤外線放射素子Ａは、発熱体３への通電により発熱体３を発熱させること
で発熱体３から赤外線が放射される赤外線放射素子であって、図１に示すように、半導体
基板１の厚み方向の一表面（図１における上面）側に半導体基板１よりも熱伝導率が十分
に小さな断熱層２が形成され、断熱層２よりも熱伝導率および導電率それぞれが大きな層
状の発熱体３が断熱層２上に形成され、発熱体３上に通電用の一対のパッド（電極）４，
４が形成されている。なお、半導体基板１の平面形状は矩形状であって、断熱層２および
発熱体３の平面形状も矩形状としてある。また、パッド４，４は、発熱体３の両端部それ
ぞれの上に発熱体３と接する形で形成されている。
【００５０】
　ここにおいて、断熱層２および発熱体３は、互いに多孔度の異なる多孔質シリコン層に
より構成されており、発熱体３は、断熱層２よりも多孔度の小さな多孔質シリコン層によ
り構成されている。言い換えれば、断熱層２は、発熱体３よりも多孔度が大きな多孔質シ
リコン層により構成されており、層の全容積の中で微細孔の占める容積の割合が発熱体３
よりも高くなっている。また、各パッド４，４は金属材料（例えば、金など）により形成
されている。
【００５１】
　ところで、本実施形態では、半導体基板１として単結晶のシリコン基板を用いており、
断熱層２を多孔度が略７０％の多孔質シリコン層（以下、第１の多孔質シリコン層と称す
）により構成するとともに、発熱体３を多孔度が略４０％の多孔質シリコン層（以下、第
２の多孔質シリコン層と称す）により構成しているので、半導体基板１の一部をフッ化水
素水溶液中で陽極酸化することにより発熱体３および断熱層２となる各多孔質シリコン層
を形成することができる。ここに、発熱体３と断熱層２とで陽極酸化処理の条件（例えば
、電流密度および処理時間）を適宜変化させることにより、発熱体３と断熱層２とを連続
的に形成することができる。本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、発熱体３および断熱層
２の形成前の半導体基板１の厚さを６２５μｍ、断熱層２の厚さを５０μｍ、発熱体３の
厚さを１μｍ、パッド４の厚さを０．１μｍとしてあるが、これらの厚さは一例であって
特に限定するものではない。なお、断熱層２の厚さは５０μｍ以上、発熱体３の厚さは３
μｍ以下とすることが望ましい。
【００５２】
　多孔質シリコン層は、多孔度が高くなるにつれて熱伝導率および熱容量が小さくなり、
例えば、熱伝導率が１６８〔Ｗ／（ｍ・Ｋ）〕、熱容量が１．６７×１０６〔Ｊ／（ｍ３

・Ｋ）〕の単結晶のシリコン基板を陽極酸化して形成される多孔度が６０％の多孔質シリ
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コン層は、熱伝導率が１〔Ｗ／（ｍ・Ｋ）〕、熱容量が０．７×１０６〔Ｊ／（ｍ３・Ｋ
）〕であることが知られている。上述の半導体基板１として用いるシリコン基板の導電形
はｐ形、ｎ形のいずれでもよいが、ｐ形のシリコン基板の方が陽極酸化により多孔質化を
行った際に多孔度が大きくなりやすい傾向にあるので、半導体基板１としてはｐ形のシリ
コン基板を用いることが好ましい。なお、半導体基板１の一部を陽極酸化する際の電流密
度は半導体基板１の導電形および導電率に応じて適宜設定すればよい。
【００５３】
　以上説明した本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、発熱体３の熱伝導率および導電率が
断熱層２よりも大きく、しかも、発熱体３が層状に形成されるとともに断熱層２全体で支
持されているので、従来のように発熱体が線状に形成されている赤外線放射素子に比べて
、赤外線の放射量を増加させることができ単位面積当たりの発熱量を抑えることで長寿命
化を図ることができる。
【００５４】
　ところで、本実施形態の赤外線放射素子Ａにおいて発熱体３から放射される赤外線のピ
ーク波長は、発熱体３の温度に依存し、ピーク波長をλ〔μｍ〕、発熱体３の絶対温度を
Ｔ〔Ｋ〕とすれば、ピーク波長λは、
λ＝２８９８／Ｔ
となり、発熱体３の絶対温度Ｔと発熱体３から放射される赤外線のピーク波長λとの関係
がウィーンの変位則を満たしている。要するに、本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、発
熱体３としての第２の多孔質シリコン層が擬似黒体を構成しており、図示しない外部電源
からパッド４，４間に印加する電圧を調整することにより、発熱体３に発生するジュール
熱を変化させる（つまり、発熱体３の温度を変化させる）ことができて、図２に示すよう
に発熱体３から放射される赤外線のピーク波長λを変化させることができる。なお、上述
の第２の多孔質シリコン層からなる発熱体３は、第２の多孔質シリコン層の各微細孔の深
さを各微細孔の内径の３倍以上の値に設定することにより、黒体放射と同じように赤外線
を放射するので、擬似黒体とみなすことができる。
【００５５】
　本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、例えば、一対のパッド４，４間に３００Ｖ程度の
電圧を印加することによりピーク波長λが３μｍ～４μｍの赤外線を放射させることが可
能であり、パッド４，４間に印加する電圧を適宜調整することにより、ピーク波長が４μ
ｍ以上の赤外線を放射させることも可能である。
【００５６】
　ここにおいて、発熱体３への入力電力をφ〔Ｗ〕、室温（３００〔Ｋ〕）において発熱
体３へ入力電力を与えた場合の温度上昇値をΔＴ〔Ｋ〕、発熱体３の放射率をε、発熱体
３の熱伝導度をβ〔Ｗ／Ｋ〕とすれば、温度上昇値ΔＴは、
ΔＴ＝２φε／β
で表すことができる。また、発熱体３の絶対温度Ｔが７００〔Ｋ〕のとき発熱体３から放
射される赤外線のピーク波長λは略４μｍとなり、発熱体３の絶対温度Ｔを７００〔Ｋ〕
よりも高くするにつれてピーク波長λは上述の図２から明らかなように低波長側へシフト
するとともに波長４μｍの赤外線の放射エネルギが高くなる。したがって、例えば、
ΔＴ＝２φε／β≧４００
とすれば、波長４μｍの赤外線を比較的高い放射エネルギで放射することができる。言い
換えれば、発熱体３の熱伝導度βを
β≦φε／２００
の関係を満たすように設定することにより、波長４μｍの赤外線を比較的高い放射エネル
ギで放射することができる。
【００５７】
　また、断熱層２の厚さをｔ〔ｍ〕、断熱層２の熱伝導率をα〔Ｗ／（ｍ・Ｋ）〕、発熱
体３へ与える入力電圧に関して発熱体３が応答可能（発熱体３が追随して温度変化可能）
な正弦波状の交流電圧の周波数をｆ〔Ｈｚ〕、角周波数をω（＝２πｆ）、発熱体３の熱
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容量をＱ〔Ｊ／（ｍ３・Ｋ）〕とすれば、
ｔ＝（２α／ωＱ）1/2で表すことができる。したがって、周波数ｆは、
ｆ＝α／（πＱｔ２）
となるので、例えば、周波数ｆを１０Ｈｚ以上とするには、
α≧１０πＱｔ２

の関係を満たすように断熱層２の熱伝導率αを設定すればよい。このような関係を満たす
ように断熱層２の熱伝導率αを設定することにより、１０Ｈｚ以上の周波数の入力電圧に
追随して発熱体３から赤外線を放射させることが可能となる。
【００５８】
　上述の赤外線放射素子Ａを駆動する駆動回路としては、例えば図３に示す回路を採用す
ることができる。図３に示す構成の駆動回路は、電源部２１の両端間にサイリスタＴｈと
インダクタＬと抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との直列回路が接続され、抵抗Ｒ２の両端間に赤外線
放射素子Ａを接続するように構成されており、電源部２１が直流電源と直流電源の両端間
に接続されたコンデンサとで構成されたものであって、上記コンデンサの両端電圧が所定
のしきい値を超えるとサイリスタＴｈのゲートへ制御信号を与える制御部２２を備えてい
る。すなわち、図３の駆動回路では、電源部２１において上記直流電源から上記コンデン
サに電荷を蓄積し、上記コンデンサの両端電圧が所定のしきい値を超えると、制御部２２
からサイリスタＴｈへ制御信号が与えられてサイリスタＴｈがターンオンし、赤外線放射
素子Ａのパッド４，４間に電圧が印加されて発熱体３が発熱し赤外線が放射される。ここ
に、制御部２２において用いる上記しきい値を適宜設定することにより、赤外線放射素子
Ａへの投入電圧の大きさを変動させることができ、赤外線放射素子Ａから放射させる赤外
線のピーク波長λを制御することができる。
【００５９】
　ところで、多孔質シリコン層は高抵抗で且つ抵抗温度係数が負となるので、多孔質シリ
コン層を発熱させるためには一対のパッド４，４間に高電圧を印加する必要となり、しか
も、温度上昇とともに抵抗値が低くなって一対のパッド４，４間を流れる電流が急激に増
加し、温度制御性が悪化してしまう。
【００６０】
　そこで、発熱体３は、半導体基板１よりも導電率が高く且つ抵抗温度係数が正となるよ
うに不純物を高濃度にドーピングすることが望ましい。具体的には、第１の多孔質シリコ
ン層および第２の多孔質シリコン層を形成した後に、例えば、第２の多孔質シリコン層へ
イオン注入により不純物イオンを注入してアニールを行うことにより、半導体基板１より
も導電率が高く且つ抵抗温度係数が正となるような金属と同様の性質を有する低抵抗（高
濃度ドープ）の発熱体３を形成することが考えられるが、第１の多孔質シリコン層および
第２の多孔質シリコン層を形成する前に第２の多孔質シリコン層の形成予定部位に不純物
イオンをイオン注入してアニールを行うようにすることが好ましい。このように発熱体３
を低抵抗化しておくことにより、発熱体３の温度が上昇するにつれて発熱体３の抵抗値が
高くなって発熱体３へ流れる電流の電流値が減少するので、発熱体３の温度制御が容易に
なる（温度制御性が向上する）。なお、発熱体３を低抵抗化しない場合には、電源として
電流源を用いてパッド４，４間に一定電流を流すようにすれば、発熱体３の温度上昇とと
もに発熱体３の抵抗値が低くなるとともにパッド４，４間の電圧値も低下するので、温度
制御性が向上する。
【００６１】
　ところで、本実施形態では、発熱体３が上述の第２の多孔質シリコン層により構成され
ているが、発熱体３を、断熱層２上の多孔質シリコン層と、当該多孔質シリコン層上に形
成された炭素層とで構成するようにすれば、発熱体３を上述の第２の多孔質シリコン層の
みにより構成する場合に比べて、発熱体３の放射率を向上できる。ここに、炭素層に例え
ばドーピングにより導電性を付与しておけば、発熱体３の低抵抗化を図れて、低消費電力
化を図れる。また、発熱体３を、断熱層２上の多孔質シリコン層と、多孔質シリコン層上
に形成されたＮｉＣｒ層とで構成するようにすれば、発熱体３の表面が酸化するのを防止
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することができて放射特性の経時的な安定性が向上し、また、発熱体３を第２の多孔質シ
リコン層のみにより構成する場合に比べて、発熱体３の放射率の向上を図れ、しかも、発
熱体３の低抵抗化を図れて低消費電力化を図れる。なお、上記ＮｉＣｒ層の代わりに、Ｎ
ｉＣｒ以外の電熱合金材料からなる電熱合金層を採用してもよい。
【００６２】
　また、発熱体３を、例えば不純物のドーピングにより導電性が付与された炭素層により
構成するようにすれば、発熱体３を上述の第２の多孔質シリコン層により構成する場合に
比べて耐熱性および機械的強度が向上し、しかも、発熱体３の低抵抗化を図れて、低消費
電力化を図れる。なお、炭素層としては、アモルファスカーボン、グラファイト、グラフ
ァイトライクカーボン、ダイヤモンド、ダイヤモンドライクカーボンなどをはじめ、各種
形態の炭素層を採用可能であるが、グラファイトもしくはグラファイトライクカーボンを
採用すればアモルファスカーボンやダイヤモンド、ダイヤモンドライクカーボンなどを採
用する場合に比べて炭素層の抵抗を小さくすることができる。
【００６３】
　また、発熱体３をＮｉＣｒ層により構成するようにすれば、発熱体３を上述の第２の多
孔質シリコン層により構成する場合に比べて、発熱体３の耐酸化性が向上して放射特性の
経時的な安定性が向上するとともに、機械的強度が向上し、しかも、発熱体３の低抵抗化
を図れて、低消費電力化を図れる。なお、ＮｉＣｒ層の代わりに、ＮｉＣｒ以外の電熱合
金材料からなる電熱合金層や、Ｉｒのような貴金属材料から貴金属層を採用してもよい。
さらに、発熱体３が断熱層２から剥離するのを防止するために、発熱体３と断熱層２との
間に発熱体３の材料よりも断熱層２との密着性に優れた材料からなる剥離防止層を設けて
もよい。ここに、剥離防止層の材料は、発熱体３の材料に応じて、例えば、Ｃｒ、Ｎｉ、
Ｐｔ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｒｈ、Ｈｆ、Ｉｒなどを適宜採用すればよい。
【００６４】
　また、発熱体３を、不純物のドーピングにより導電性が付与されたアモルファスシリコ
ン層により構成するようにすれば、発熱体３を上述の第２の多孔質シリコン層により構成
する場合に比べて発熱体３の機械的強度が向上し、しかも、発熱体３の低抵抗化を図れて
、低消費電力化を図れる。ここで、アモルファスシリコン層において断熱層２側よりも表
面側の方のドーピング濃度を高くしておけば、発熱体３への通電時に発熱体３へ流れる電
流が表面側で流れやすくなるので、アモルファスシリコン層が全体にわたって一様にドー
ピングされている場合に比べて、発熱体３の実効的な厚みが薄くなって応答性が向上する
。なお、上記アモルファスシリコン層の代わりに、Ｓｉ以外の半導体材料からなるアモル
ファス半導体層を採用してもよい。
【００６５】
　また、発熱体３の表面に図４（ａ）や図４（ｂ）に示すような多数の凹凸を形成すれば
、発熱体３の表面からの赤外線の放射量を増大させることができる。ここで、図４（ａ）
や図４（ｂ）に示すような凹凸の形状において、凹部の深さ寸法Ｈがλ／４となるような
凹凸を形成すれば、光学的波動効果により赤外線の放射量が増大する。これに対し、凹部
の深さ寸法Ｈがλ／４よりも比較的大きな凹凸を形成すれば、発熱体３の表面積の増大に
より赤外線の放射量を増大させることができ、しかも、発熱体３の表面の凹凸をエッチン
グなどによって容易に形成することが可能となる。例えば、シリコン基板からなる半導体
基板１の一部を陽極酸化することにより図５（ａ）に示すように多数の微細孔３ａを有す
る多孔質シリコン層３’を形成することができるが、陽極酸化直後は多孔質構造が露出し
ていない（表面側の部分の多孔度が小さい）ので、陽極酸化直後の多孔質シリコン層３’
の表面側の部分をＫＯＨなどを含むアルカリ系溶液によりエッチングすることにより、図
５（ｂ）に示すように多孔質構造が露出し且つ深さ寸法がλ／４の微細孔３ａを有する発
熱体３を形成することができ、光学的波動効果によって赤外線の放射量を増大させること
ができる。
【００６６】
　（実施形態２）
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　ところで、実施形態１の赤外線放射素子Ａでは、発熱体３と半導体基板１との間に断熱
層２が介在しているが、一対のパッド４，４を介して発熱体３へ通電した際に半導体基板
１を通るリーク電流が流れてしまい、このようなリーク電流は応答速度の低下や消費電力
の増加につながると考えられる。
【００６７】
　これに対して、本実施形態の赤外線放射素子Ａの構成は実施形態１と略同じであり、図
６に示すように、発熱体３と断熱層２との間に、断熱層２よりも導電率の小さな絶縁層７
を設けている点が相違する。なお、他の構成は実施形態１と同様である。
【００６８】
　絶縁層７の材料としては、半導体基板１としてシリコン基板を用いている場合には、例
えば、ＳｉＯ２やＳｉ３Ｎ４などを採用すればよい。
【００６９】
　しかして、本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、発熱体３と断熱層２との間に絶縁層７
が設けられているので、発熱体３への通電時に半導体基板１を通るリーク電流が流れるの
を抑制することができ、応答速度が速くなるとともに、低消費電力化を図れる。
【００７０】
　（実施形態３）
　本実施形態の赤外線放射素子Ａの構成は実施形態１と略同じであり、図７に示すように
、発熱体３の表面に、外部へ放射する赤外線の波長域を制限する多層膜５が積層されてい
る点が相違するだけである。すなわち、本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、発熱体３に
おける断熱層２とは反対側に、特定波長域の赤外線のみを透過させるための多層膜５が積
層されている。なお、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略す
る。
【００７１】
　しかして、本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、特定波長域の赤外線のみを外部へ放射
させ特定波長域以外の波長の赤外線が外部へ放射されるのを抑制することが可能となる。
なお、他の実施形態において発熱体３の表面に上述の多層膜５を設けてもよい。
【００７２】
　（実施形態４）
　本実施形態の赤外線放射素子Ａの構成は実施形態１と略同じであり、図８に示すように
、半導体基板１の厚み方向の他表面（図８における下面）に、発熱体３から半導体基板１
側へ放射された赤外線を発熱体３側へ反射する多層膜からなる反射膜６が積層されている
点、半導体基板１に空洞部１ｂが形成されている点などが相違する。ここに、空洞部１ｂ
内の媒質は空気となっている。なお、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付し
て説明を省略する。
【００７３】
　しかして、本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、発熱体３から半導体基板１側へ放射さ
れた赤外線を反射膜６により発熱体３側へ反射することができる（図８中の矢印は発熱体
３から半導体基板１側へ放射された赤外線の伝搬経路の一例を示している）ので、発熱体
３の表面側へ放射される赤外線の放射量を増大させることができる。なお、本実施形態で
は、反射膜６を多層膜により構成しているが、反射膜６は多層膜に限らず赤外線を反射す
る金属膜により構成してもよいことは勿論である。また、実施形態２や実施形態３の赤外
線放射素子Ａにおける半導体基板１の他表面に反射膜６を積層してもよい。
【００７４】
　（実施形態５）
　ところで、実施形態１の赤外線放射素子Ａを例えばキャンパッケージの金属製ベースや
リードフレームなどのベース部材にダイボンディングした場合、断熱層２の厚さによって
は、発熱体３で発生した熱の一部が断熱層２－半導体基板１－ベース部材の経路で放熱さ
れてしまうことがあり、このような経路での放熱は発熱体３への通電時の応答速度の低下
につながってしまう。
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【００７５】
　これに対して、本実施形態の赤外線放射素子Ａは、図９に示すように、半導体基板１の
厚み方向の他表面（図９における下面）側に、半導体基板１よりも熱伝導率の小さな熱絶
縁体部８を設け、熱絶縁体部８をダイボンド用の接着材によりベース部材９と固着してい
る。ここにおいて、熱絶縁体部８は、例えば、絶縁性のガラス基板を半導体基板１の他表
面に固着した絶縁性のガラス基板や、半導体基板１の他表面側の一部を陽極酸化すること
により形成した多孔質シリコン層（多孔質半導体層）により構成すればよい。
【００７６】
　しかして、本実施形態の赤外線放射素子Ａでは、半導体基板１の厚み方向の他表面側か
ら熱が放熱されにくくなるので、応答速度が向上する。また、熱絶縁体部８の材料を多孔
質シリコン（多孔質半導体）とする場合には、熱絶縁体部８を、半導体基板１の厚み方向
の他表面側の一部を陽極酸化することにより形成することができ、熱絶縁体部８として上
記ガラス基板のように半導体基板１とは別の部材を固着する場合に比べて生産性の向上お
よび低コスト化を図れる。なお、本実施形態における熱絶縁部８を他の実施形態の赤外線
放射素子Ａに設けてもよい。
【００７７】
　（実施形態６）
　本実施形態では、実施形態１にて説明した赤外線放射素子Ａを赤外放射源として備えた
ガスセンサについて説明するが、まず、ガスセンサの基本構成について図１０を参照しな
がら説明する。
【００７８】
　ガスセンサは、検知対象ガスが入れらたガス封入ケース１３と、ガス封入ケース１３内
へ赤外線を放射する赤外放射源１１と、ガス封入ケース１３内を透過した赤外線を受光す
る受光素子１２と、ガス封入ケース１３内において対向するように配置され赤外放射源１
１からガス封入ケース１３内へ放射された赤外線が受光素子１２にて受光されるように赤
外線を反射する２つの反射鏡１４，１５と、赤外放射源１１の出力（放射量、放射時間な
ど）を制御するとともに受光素子１２の出力に基づいてガス濃度を演算する制御回路（図
示せず）と、制御回路により求められたガス濃度を表示する表示手段（図示せず）とを備
えており、検知対象ガスの分子構造から決定する吸収波長の赤外線の吸光度を計測するこ
とにより、検知対象ガスの濃度を計測するものである。すなわち、制御回路は、吸光度に
基づいてガス濃度を決定する。
【００７９】
　本実施形態のガスセンサでは、上述の赤外放射源１１として実施形態１にて説明した赤
外線放射素子Ａを用いている点に特徴がある。なお、本実施形態では、ガス封入ケース１
３の内部空間が、所定空間を構成している。
【００８０】
　しかして、本実施形態のガスセンサでは、赤外放射源１１の長寿命化を図ることができ
てセンサ全体の長寿命化を図ることができる。また、赤外線放射素子Ａは応答性が優れて
いるので、所定空間への放射量が所定量に到達するまでの時間が短くなり、受光素子１２
で濃度に対応した正確な信号を出力できるようになる。また、制御回路に、発熱体３へ印
加する電圧により発熱体３の温度を制御して発熱体３から放射される赤外線の波長を変化
させる波長調整手段を設けておけば、発熱体３から放射される赤外線の波長を調整するこ
とができ、より多種類のガスの濃度を計測することが可能となる。
【００８１】
　なお、図１１に示すように、発熱体３から放射されて半導体基板１を通過した赤外線を
所定空間側へ反射する金属製の椀状の反射板（反射鏡）１６を配置しておけば、反射板１
６を配置していない場合に比べて所定空間への赤外線の放射量を増加させることができる
。なお、本実施形態では、反射板１６が、発熱体３から放射されて半導体基板１を通過し
た赤外線を所定空間側へ反射する反射部材を構成している。また、図１１中の矢印は発熱
体３の表面から放射された赤外線および半導体基板１を透過した赤外線の空気中での伝搬
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【００８２】
　ところで、本実施形態では赤外放射源１１として実施形態１にて説明した赤外線放射素
子Ａを用いているが、実施形態２～５にて説明した赤外線放射素子Ａを用いてもよいこと
は勿論である。
【００８３】
　また、上記各実施形態では、半導体基板１の材料としてＳｉを採用しているが、半導体
基板１の材料はＳｉに限らず、例えば、Ｇｅ，ＳｉＣ，ＧａＰ，ＧａＡｓ，ＩｎＰなどの
陽極酸化処理による多孔質化が可能な他の半導体材料でもよい（つまり、上述の多孔質シ
リコン層の代わりに、Ｓｉ以外の半導体材料からなる多孔質半導体層を採用してもよい）
。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】実施形態１における赤外線放射素子の概略断面図である。
【図２】同上の赤外線放射素子の動作説明図である。
【図３】同上の赤外線放射素子の駆動回路の一例を示す回路図である。
【図４】同上の他の構成例の要部概略断面図である。
【図５】同上の別の構成例の製造方法の説明図である。
【図６】実施形態２における赤外線放射素子の概略断面図である。
【図７】実施形態３における赤外線放射素子の概略断面図である。
【図８】実施形態４における赤外線放射素子の概略断面図である。
【図９】実施形態５における赤外線放射素子の概略断面図である。
【図１０】実施形態６におけるガスセンサの基本構成図である。
【図１１】同上の他の構成例の要部概略断面図である。
【符号の説明】
【００８５】
　Ａ　赤外線放射素子
　１　半導体基板
　２　断熱層
　３　発熱体
　４　パッド
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